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1．事業目的 

蓄電池は、2050 年カーボンニュートラル実現のカギであり、自動車等のモビリティの電

動化において最重要技術となる。また、再生可能エネルギーの主力電源化に向けた電力の

需給調整や、5G 通信基地局、データセンター等の重要施設のバックアップ電源でもあ

り、各種 IT 機器にも用いられることから、電化社会・デジタル社会において、国民生

活・経済活動が依拠する重要な物資である。 

一方で、蓄電池は、リチウムをはじめとする高品質の資源を大量に使用するため、世界

的にも電動車や蓄電池そのものについて、資源の採取から製造、利用、廃棄までのサプラ

イチェーン全体がより持続可能なものとなるよう取組が進められている。 

欧州では 2023 年 8 月に電池規則が施行され、欧州市場に上市する電池製品についてカ

ーボンフットプリントの算定をはじめとする製品情報を事業者が提出し、所定の要件を満

たした枠組みにおいて認証を取得することとなっている。 

本調査・分析では、欧州電池規則における認証の仕組や要件を整理し、我が国における

実施環境整備にむけた対策を検討した。 

 

2．事業内容 

 当機構が実施した事業内容は次の通りである。 

①  欧州電池規則における認証スキームの分析 

（欧州電池規則の第 17 条及び附属書 8、JRC レポート 2 の 8 章において記載されてい

る事項と、実際に検証を行い認証を与えるために追加的に必要と想定されるが未記載の

事項を区別した上で整理し分析する。） 

分析結果については４．成果報告「1．欧州電池規則における認証スキームの分析」に

記載する。 

② 国内の認証スキームとの比較 

（上記の欧州電池規則における認証スキームを分析した上で、国内で既に活用されてい

るサステナビリティに関する認証スキームとの差分を整理し、欧州の特徴を明確にす

る。） 

比較結果については４．成果報告「2．国内の認証スキームとの比較」に記載する。 

③ 国内の認証業務を行う事業者等へのヒアリング 

（上記の分析結果の妥当性について 1～2 社程度、国内事業者へヒアリング調査を行 

う。） 

ヒアリング結果については４．成果報告「3．国内の認証業務を行う事業者等へのヒア

リング」に記載する。 

④ 欧州電池規則関係者へのヒアリング 
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（上記の分析結果の妥当性について 3～4 社程度、海外事業者へヒアリング調査を行

う。） 

ヒアリング結果については４．成果報告「3．欧州電池規則関係者へのヒアリング」に

記載する。 

⑤ 我が国における実施環境の整備に向けた対策検討 

 検討結果については４．成果報告「5．本事業のまとめ」に記載する。 

 

3．作業期間 

 本件業務の作業期間は 2024 年１月 18 日から 2024 年 3 月 29 日までである。 

 

4．成果報告 

  

⚫ 用語定義 

➢ 認定（Accreditation）： 

 適合性評価機関に関し、特定の適合性評価実務を行う能力を公式に実証した

ことを伝える第三者証明 

（ISO/IEC 17000:2004[JIS Q 17000:2005]） 

➢ 適合性評価（Conformity assessment）： 

 製品、プロセス、システム、要員又は機関に関する規定要求事項が満たされ

ていることの実証 

（ISO/IEC 17000:2004[JIS Q 17000:2005]） 

➢ 検証（Verification）： 

 客観的証拠を提示することによって，規定要求事項が満たされているという

主張*を確認すること 

*主張：検証の依頼者によって宣言された情報 

（ISO/IEC 17029:2019[JIS Q 17029:2022]） 

➢ 認証（Certification）： 

 製品、プロセス、システムまたは要因に関する第三者証明 

（ISO/IEC 17000:2004[JIS Q 17000:2005]） 
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4.1 EU 法規における適合性評価スキーム 

4.1.1 EU 整合法令とは 

EU 整合法令とは、消費者、安全衛生、環境、その他の公共の利益の保護を目的

とし、EU レベルでの効力を持つ法令である。EU 整合法令は、EU で製品を流通させ

るにあたり、 特定分野の製品が満たすべき要件を EU 域内に調和している。各指令・

規則ごとに定められている必須要求事項に準拠した製品のみが EU 市場に上市可能と

なる。用語の詳細、関係性は以下の通り整理した。 

「整合法令（Community harmonization legislation)」とは、製品の販売条件調和

させる“共同体法令”を意味する。 

「共同体法令（Community Legislation）」とは、欧州議会によって制定される法

律（規則、指令、決定）と定義されている。 

⚫ 「規則」は、各加盟国が国内で制定する必要がなくすべての加盟国に直接適

用されるものとされる。 

⚫ 「指令」は、加盟国に対し特定の結果を達成するよう求めるものとされる。

指令は直接適用されるものではなく、加盟国が指令に従った国内立法を行う

までは、加盟国に強制力のあるものではない。 

⚫ 「決定」とは、加盟国に対し直接法的効力を持ち、対象を特定できるものと

される。 

 

4.1.2 EU の新しい法的枠組み NLF（New Legislative Framework）とは 

NLF（New Legislative Framework）とは、「既存のニューアプローチ指令の整合

化を促進する新しい法的枠組み」を意味しており、製品のマーケティングに関する

「新しい法的枠組み」である。ヨーロッパ各国が独自のルールを敷いていた煩雑な流

通体制は「オールドアプローチ（Old Approach）」と呼ばれ、この状況を改善すべく

1985 年に制定されたのが「ニューアプローチ（New Approach）」である。NLF はこ

のニューアプローチ指令の整合化を促進する新しい法的枠組みであり、その目標は、

①既存のニューアプローチ指令を強化すること、②ニューアプローチ指令の見直しを

行うこと、③製品の市場流通のための「新しい法的枠組み」を構築することにある。 

 2008 年に採択されたこの新しい法的枠組みは、特定の製品に対する各加盟国の法的

要件を技術的に調和させ、EU の単一市場（Single Market）内の貿易障壁を取り除く

役割を果たしている。また、NLF は CE マークの使用を明確化し、製品法制で使用す

るためのツールボックスを提供している。NLF の法的文書構成を、図 1-０1 にて示

す。 
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図 1-01 

 

 

4.1.3 EU 整合法令と NLF の関係 

欧州委員会は、整合法令を NLF にて定められた認証スキームと一致させることを

目指している。NLF に基づく EU 整合法令は、新しい法的枠組みの関連規則・指令に

定められた認定プロセスや適合性評価手順などに関する規定に従わなければならない

とされている。NLF に基づく EU 整合法令の抜粋を図１-０2 に示す。 
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図１-０2 

 

 

4.1.4 NLF における認証スキーム 

 EU 加盟国政府は、適合性評価を行う通知機関を認定する「認定機関」を任命し、

認定機関が認定した通知機関を評価・監視する「通知当局」を指名する。通知当局

は、認定機関が認定した通知機関に問題がないことを確認（評価）したのち、欧州委

員会及び他の加盟国へ結果を通知する。欧州委員会及び他の加盟国に通知後、適合性

評価機関は通知機関として登録され、NANDO データベースに公開される。これによ

り、適合性評価機関は通知機関として EU 法令における適合性評価を行うことができ

るようになる。通知機関は、各企業の申請に対して適合性評価を実施する。適合性評

価は、各整合法にて規定されている「必須要件」「整合規格」「モジュール」に則って

実施される。これらは「規則(EC) No765/2008」、「決定 768/2008」に定められてい

る。NLF の認証スキームにおける関連機関とその関係を、図１-０3 に示す。 
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図１-０3 

 

 

4.1.5 認証スキームにおける各機関の役割 

4.1.5.1 通知当局 

 通知当局とは、適合性評価機関の通知を行う政府機関である。通知とは、委

員会および他の加盟国に対し、関連要件を満たす機関が EU 規則・指令に従っ

て適合性評価を実施するよう指定されたことを通知する行為を指す。各加盟国

は、第三者適合性評価（Conformity Assessment）業務を実施する権限を有する

機関を欧州委員会および他の加盟国に通知（Notification）しなければならない

と規定されており、各加盟国が指名する「通知当局（Notifying Authority)」

は、この適合性評価機関の審査と通知、および通知機関の監視に必要な手続き

を設定し、実施する責任を負う。通知当局に関する要件は、「決定 768/2008」

の第 R15 条に規定されている。各加盟国は、通知プロセスにおける評価および

監視が国家認定機関によって実施されることを決定することができ、通知当局

が行う評価や監視等の行為は委任することができる。通知当局は法令ごとに指

名され複数存在するが、原則として 1 つの法令に対する通知当局は 1 つとされ

ている。 

 通知当局は、「(EC) No768/2008」の第 R17 条に規定する要件を満たした適

合性評価機関を審査し、認められた機関を通知機関として通知する。審査に
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は、適合性評価機関が通知当局に提出する通知申請書を使用する。なお、申請

書には添付必須資料があり、適合性評価活動、適合性評価モジュール、当該機

関が能力を有すると主張する製品の説明、当該適合性評価機関が第 R17 条に規

定する要件を満たしていることを証明する国家認定機関が発行した認定証明

書、これらの資料が添付されなければならない。もし、当該適合性評価機関が

認定証明書を提供できない場合、当該適合性評価機関は、第 R17 条に定める要

件への適合の検証、承認及び定期的な監視に必要なすべての証拠書類を通知当

局に提供しなければならない。 

 

4.1.5.2 認定機関 

 「国家認定機関（National Accreditation Body）」とは、各加盟国において、

認定を行う唯一の機関を意味する。「認定（Accreditation）」とは、適合性評価

機関が特定の適合性評価活動を実施するための要件を満たしていることを、国

家認定機関が証明することを意味する。認定は、通知されるために必要となる

要件を満たしていることを証する方法の一つとなっており、法規上必須ではな

いが、通知される適合性評価機関の能力を評価するための重要かつ好ましい手

段であり、Blue Guide により認定の実施が奨励されている。国家認定機関は、

欧州認定のインフラを管理している組織「EA（European Cooperation for 

Accreditation）」による相互評価を受けなければならない。通知手順における認

定の役割及び実際に使用されている通知証明書を図１-０4 に示す。図１-０5 に

て認定における具体的なプロセスをヒアリング結果に踏まえて解説する。ま

た、参考情報として、ドイツにおける EU 整合法令の運用例を図１-０6、図１-

０7、図１-０8、図１-０9 に示す。 
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図１-０4 

 

図１-０5 
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図１-０6 

 

図１-０7 
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図１-０8 

 

図１-０9 

 



11 

 

EA （European Cooperation for Accreditation）とは、オランダに登録されて

いる非営利団体であり、各 EU 加盟国政府によって正式に認可されている認定

機関で構成されている。EA は、欧州認定インフラの責任機関として正式に承認

され、貿易障壁を削減し、健康、安全、環境を保護することを目的として、欧

州内の認定を調和させる役割を担っており、各加盟国の認定機関の相互評価シ

ステムを運営している。相互評価を受けている EU 域内外の認定機関間で締結

される EA の協定「MLA（Multilateral Agreement）」は「一度認定されれば、

どこでも受け入れられる」という目的で、複数国において適合性評価を受ける

必要性を排除するものとして機能する。その他、EA は認定に関する欧州政策の

実施・運用に関する技術的リソースとしての役割や、実務の調和を支援する認

定基準とガイドラインの策定などの役割を果たす。  

 

4.1.5.3 通知機関 

 「通知機関（Notified Body）」とは、EU 整合法令に従って通知されている適

合性評価機関を意味する。「適合性評価機関（Conformity Assessment Body）」

とは、校正、試験、認証及び検査を含む適合性評価活動を行う機関であり、「適

合性評価（Conformity Assessment ） 」とは、製品、プロセス、サービス、シ

ステム、人又は組織に関する所定の要求事項が満たされているかどうかを実証

するプロセスを意味する。各整合法令における適合性評価のモジュールによっ

て、第三者の関与は必要か不必要かが規定されている。通知機関は，第三者が

必要とされる場合，整合法令における適合性評価手続きを実施する。通知機関

に関する要件や責任等については「決定 No768/2008/EC」及び各整合法令にて

規定されている。 

 認証機関の DEKRA、BRE、KIWA によると、適合性評価の期間及びコスト

は法的要件、規格などによって異なる。例えば、評価に 4-5 週間かかる場合も

あれば、1 年間かかる場合もある。単純な製品試験と認証の場合は約 2,000€か

かるが、100,000€以上の場合もある。この適合性評価の期間及び料金は、通知

機関を含めた認証機関が決定するとされている。コストは個別のケースに基づ

いて計算されるため、製品に関するすべての情報を入手した上で情報に基づい

て計算する必要がある。適合性評価にかかる費用は認証機関が自由に決められ

るが、何かしらの経済的なシステムを構築する必要があると前出の企業担当者

は話す。 

 

4.1.5.4 NANDO データベース 

 図には示されていないが、重要なデータベースのため本項で説明する。EU の

NANDO (New Approach Notified and Designated Organizations)とは、欧州委
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員会が運営するデータベースであり、NLF における認証スキームにかかわる組

織に関する情報の登録・公開をしているウェブサイトである。2024 年 2 月現

在、加盟国全体で 1430 機関の登録が確認されている。NANDO ウェブサイト

での情報公開は、「決定 768/2008」により義務付けられている。NANDO の実

際の画面及び補足説明を図１-10 にて示す。 

 

図１-１０ 

 

  

4.1.6 適合性評価 

4.1.6.1 適合性評価手順 

 NLF における適合性評価手順を、図１-１１にて示す。各整合法令では必須要

求事項が設けられており、その要求を満たした製品だけが EU 市場に上市でき

るため、適合性評価ではその確認が行われる。また、製造者は製品が適用され

る必須要件に適合していることを確実にするために、特定されたリスクにどの

ように対処しているか記録する必要がある。そのため、第三者による適合性評

価は技術文書(Technical Document)に対して行われている。整合規格は各整合

法令にて指摘されており、必須要求事項に適合するための技術的手段の一つで

ある。整合規格への適合は、適用できる適合性評価手順の選択肢に影響を及ぼ

すため、場合によって整合規格への適合は第三者による適合性評価を不要とす
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る。各整合法令は、768/2008 にて指定されているモジュールのメニューに基づ

き、該当するモジュールを規定する。適合性評価では製品が関連法令の規定に

示された要求事項に適合していることを実証する。なお、整合規格への適合す

る場合は、モジュールの選択肢が広がり、第三者の介入なしで適合性評価を行

うことができる。製造者は、製品が該当する全ての必須要求事項に適合するこ

とを宣言する（EU 適合宣言書、Declaration of Conformity）を作成し、 CE マ

ークを製品に貼付する。これにより製造者は、その製品が適用されるすべての

要求事項に適合していること、およびその全責任を負うことを宣言する。以上

の手順で適合性評価は実施される。CE マークの詳細は、図１-１２にて示す。 

 

図１-１１ 
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図１-１２ 

 

 

4.1.6.2 必須要件  

 必須要件（Essential Requirements）とは、達成すべき結果や対処すべきハザ

ードを定義するものである（技術的解決策を規定するものではない。正確な技

術的解決策は、規格やその他の技術仕様（共通仕様）によって提供される。こ

のような柔軟性により、メーカーは要件を満たす方法を選択することができ

る）必須要件は各整合法令の関連条項または付属書に規定されており、EU 法令

における必須要件は下記の通り分類されている。  

I. 全般要件 

II. 製品関連要件：機械規則ーRegulation (EU) 2023/1230、バッテリー

規則 Regulationー(EU) 2023/1542 等 

III. リスク関連要件：低電圧指令ー2014/35/EU, EMC 指令ー

2014/30/EU 等 

IV. 環境関連要件：ErP 指令ー2009/125/EC（エコデザイン指令）、包

装廃棄物指令ー94/62/EC 等 

 製造者はリスク分析を実施し、製品がもたらす可能性のあるリスクをすべて

特定し、製品に関連する必須要件を決定しなければならない。この分析は、製

造者が製品のすべての異なる要素を評価し、どの EU 整合化法令が適用される
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かを決定し、そこに規定されている特定の必須要件を決定することを意味す

る。この分析は文書化され、技術文書に含まれなければならない。このように

製造業者は適合性評価の実施を通じて、製品が適用される必須要件に適合して

いることを証明することができる。 

 

4.1.6.3 整合規格  

整合規格（Harmonized Standards）とは、整合法令の適用を求める欧州委員

会の要請に基づいて採択された欧州規格を意味する。NLF の中核となる「適合

の推定（Presumption of Conformity)」は、整合規格に適合すると、規制の要求

事項に適合しているとみなされることを意味しており、整合規格（つまりすべ

ての利害関係者で共同開発された規格）が提供する信頼に基づいて市場参入を

促進することは、産業界にとって多大な時間とコストの節約となり、不必要な

第三者試験や認証の回避に役立つとされている。各整合法令において使用する

べき整合規格は NANDO データベースにて公開されている。そのデータベース

の一部を図１-１３にて示す。 

 

図１-１３ 
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4.1.6.4 モジュール  

「決定 768/2008」の附属書Ⅱを図１-１４にて示す。ここでは、モジュール

のメニューが指定されている。立法者は、適合性評価モジュールのメニューの

中から、当該部門の特定のニーズに対応するために最も適切なものを選択する

（関係する製品や危険の種類、公共の利益の保護への影響、当該部門の経済基

盤、生産方法などを考慮して、最も負担の少ないモジュールを選択すべきであ

る）。選択するモジュールの一部には、第三者（通知機関）により適合性評価が

必要となるものがある。 

 

図１-１４ 

 

4.1.6.5 適合性評価手順に関する補足情報 

ヒアリングを行った認証機関の DEKRA 及び KIWA から提供された適合性評

価手順に関する情報を、補足情報として図１-１５、図１-１６、図１-１７に示

す。 

  

モジュールＡ
内部生産管理

モジュールＧ
単体検証

モジュールＨ
完全品質保証

EN ISO 9001:2000
メーカー：

技術文書を各国当局が
自由に利用できるよう
にしておく

メーカー：
技術文書を提出

メーカー：
・設計のための  承認さ
れた品質システムを運
営
・技術文書を提出

通知機関：
・品質システムを監査

　　　　　　H1
通知機関：
・設計の適合性を検証
・ＥＣ設計審査証明書を
発行

モジュールC
型式適合

モジュールD
製造品質保証

モジュールE
製品品質保証

モジュールF
製品検証

EN ISO 9001:2000 EN ISO 9001:2000
メーカー：
・必須要求事項への適合
を宣言
・ＣＥマークを貼付

メーカー：
・認証型式の適合を宣言
・ＣＥマークを貼付

メーカー：
・生産、最終検査、試験
について、承認された品
質システムを運営
・認証型式の適合を宣言
・ＣＥマークを貼付

メーカー：
・最終検査、試験につい
て、承認された品質シス
テムを運営
・認証型式の適合を宣言
・ＣＥマークを貼付

メーカー：
・認証型式の適合を宣言
・ＣＥマークを貼付

　　　　　　A1
通知機関または認定さ
れた社内機関：
・製品の特定の側面に関
する試験

　　　　　　C1
通知機関または認定さ
れた社内機関：
・製品の特定の側面に関
する試験

　　　　　　D1
メーカー：
・必須要求事項への適合
を宣言
・ＣＥマークを貼付

　　　　　　E1
メーカー：
・必須要求事項への適合
を宣言
・ＣＥマークを貼付

　　　　　　F1
メーカー：
・必須要求事項への適合
を宣言
・ＣＥマークを貼付

　　　　　　A2
通知機関または認定さ
れた社内機関：
・不定期に製品を確認

　　　　　　C2
通知機関または認定さ
れた社内機関：
・不定期に製品を確認

通知機関：
・品質システムを認証
・品質システム監査を実
行

通知機関：
・品質システムを認証
・品質システム監査を実
行

通知機関：
・必須要求事項への適合
を検証
・適合証明書を発行

通知機関：
・必須要求事項への適合
を検証
・適合証明書を発行

通知機関：
・品質システム監査を実
行

メーカー：
・生産、最終検査、試験
について、承認された品
質システムを運営
・適合を宣言
・ＣＥマークを貼付

設
計
ス
テ
ー
ジ

モジュールＢ
型式試験

メーカー：
・技術文書
・設計の妥当性を裏付ける証拠
・要求に応じて、製品を代表するサンプル
これらを通知機関に提出

通知機関：
・必須要求事項への適合を確認
・設計の妥当性を評価するために技術文書その裏付けの証拠を照査
・必要に応じて、試験を実施
・ＥＣ型式試験証明書を発行

製
造
ス
テ
ー
ジ

メーカー：
・製品を提出
・適合を宣言
・ＣＥマークを貼付
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図１-１５ 

 

図１-１６ 
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図１-１７ 

 

 

4.1.6.6 ＮＬＦに関するまとめ  

 ここまで述べた NLF についてまとめ、下記に記す。 

I. EU 整合法令における認証スキームは新しい法的枠組み及びその関

連規則にて規定されている 

II. 新しい法的枠組みに基づき、各 EU 整合法令は特定の製品に対する

各加盟国の法的要件を技術的に調和させ、その要件への適合性評価

のプロセスを規定している 

III. 整合法令の実施体制は主に通知当局、認定機関及び通知機関に構成

されている 

IV. 各整合法令における適合性評価では決定 No768/2008/EC にて規定

されている整合規格及びモジュールが応用される 

V. 具体的な認証スキームプロセスは加盟国ごとに異なる 

(a) 原則として、通知当局と認定機関の間の協定は必要ないが、ド

イツでは、通知当局と認定機関との間に協定がある 

(b) スウェーデンの場合、同じ当局（SWEDAC）が通知と認定の

両方に責任を持つ 
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4.2 欧州電池規則における適合性評価スキーム 

4.2.1 欧州電池規則 (EU) 2023/1542 とは 

 電池の需要は、電動モビリティの大規模な発展を背景に 2030 年までに 10 倍以上に

成長すると予想されており、国際的に非常に重要であると考えられている。欧州電池

規則 (EU) 2023/1542 は、EU 市場に上市される電池の安全性、持続可能性、循環性

を向上させることを目的として、電池のバリューチェーン全体を対象として、安全

性・持続可能性・循環性に関する規定を設けた規則である。2023 年 7 月 28 日の EU

官報にて掲載され、2023 年 8 月 17 日に発効された。電池規則は、「公平な競争条件

を確保することで EU 市場の機能を強化すること」、「循環型経済を推進すること」、

「電池のライフサイクルの全段階を通じて環境及び社会的影響を削減すること」とい

う目的に基づき、電池のライフサイクル全体を規制している。規則の対象となるバッ

テリーのカテゴリーは、①ポータブルバッテリー、②軽輸送手段用バッテリー（LMT

バッテリー）、③始動、点灯、点火用バッテリー（LSI バッテリー）、④産業用バッテ

リー、⑤EV用バッテリーである。規則は全ての電池に適用される共通要件と、電池

の種類に応じた個別要件が定められており、EV 用電池などについては具体的な措置

にカーボンフットプリント宣言（CFP）の添付の義務化が含められている。電池メー

カーはこれまでの義務（「電池指令（Directive, 2006/66/EC）」）に加え、CE マーキン

グや拡大生産者責任、カーボンフットプリント、デューデリジェンス、バッテリーパ

スポートなど様々な要求事項に対応する必要がある。各義務は、規則に規定された開

始時期に沿って 2024 年から順次適用される。義務化スケジュールは図１-１８に示

す。欧州電池規則の前文には、前出の New Legislative Framework (Regulation (EC) 

No 765/2008、Decision No 768/2008/EC )に従うべきことが述べられており、今後委

任法の制定により適合性評価の詳細が NLF に基づき制定されることが推測される。 
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図１-１８ 

 

  

4.2.2 電池規則と NLF との関係 

 電池規則は、NLF に基づいている EU 整合法令の一つと位置づけられている。電池規則

は新たな EU 整合法令として NLF を満たすように策定されている。つまり、電池規則は

NLF にて規定されている認定手順や適合性評価手順等を含む認証スキームを電池の認証に

適用している。電池規則と NLF の「決定 768/2008」を比較すると文書の一部が一致して

いることがわかる。電池規則に対応する EU 整合法令の例を図１-１９に示す。 
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図１-１９ 

 

 

4.2.3 電池規則の適合性評価における各機関の役割 

 電池規則における認証スキームは NLF と同様のため、認証スキームにおける関係

機関も同じく通知当局、認定機関、通知機関とされる。電池規則における適合性評価

機関は、電池規則における各加盟国の通知当局、認定機関が指名された後に、通知申

請プロセスを始められる。電池規則における通知当局は 2024 年 3 月 26 日現在、エス

トニア、リトアニア、フィンランド、スウェーデン、スロバキア、ルクセンブルクの

６ヵ国にて指名されている。その他の加盟国の通知当局は、今後指名され公開される

ことが見込まれる。  

 

4.2.4 電池規則における必須要件及び整合規格 

 電池規則の第 2 章では、電池の仕様、性能および安全性に関する要件が定められ

ており、含有物質の制限（第 6 条）やカーボンフットプリント（第 7 条）、リサイク

ル含有量（第 8 条）、性能と耐久性(第 9 条・第 10 条)、着脱と交換（第 11 条）など

が必須要件として定められている。必須要件を図１-２０にて示す。 

 整合規格に適合しているバッテリーは、電池規則に定められた要求事項に適合して

いるとみなされる。しかし、2024 年 3 月 29 日現在、電池規則における整合規格はま
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だ公開されていない 。 

 

図１-２０ 

 

 

4.2.5 電池規則における委任法と実施法  

 「電池規則 (EU) 2023/1542」は、あくまで製品に対する必須要件を含む一般的な

規制の枠組みを確立したものであり、具体的なことは、今後作成される特定の技術的

側面を定めた 32 の委任法（Delegated Acts）と 15 の実施法（Implementing acts）が

完成することで運用されることが見込まれる。委任法及び実施法の制定進捗は、図１-

２１にて示す欧州委員会の「Have your say」ポータルにて公開されている。 

 委任法（Delegated Acts）とは、欧州委員会が EU 理事会と欧州議会から法令の内

容を実施する権限を委任されて制定する法令である。本来、EU 法令は EU 理事会と

欧州議会の承認により成立するが、両機関は欧州委に対してこの権限を委任すること

ができる。EU 理事会と欧州議会は、この権限によって制定された委任法令を一定期

間内に審査し、不承認とすることはできるが、内容の修正は認められないとされてい

る。法的拘束力のある法律であり、EU 法令の本質的でない特定の要素を補足または

修正することを目的とする。 実施法（Implementing acts）とは、EU 法が EU 各国

で統一されて実施されることを保証する為に、 欧州委員会や EU 理事会がその内容を

示す法令である。法的拘束力のある法律であり、EU 法令が統一的に適用されるよう

条件を定めることを目的とする。 
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図１-２１ 

 

 

4.2.6 CFP 宣言に関する委任法と実施法 

 CFP 宣言に関する委任法と実施法は、電池規則の第７条を補足する法律である。電

池規則の第７条に基づいて制定されるべく、CFP に関する方法論を定める委任法案

（Delegated Act)、および CFP 宣言書のフォーマットを定める実施法案

(Implementing Act)の公表は、2024 年第 1 四半期に予定されている。最終的な委任法

の公表は 2024 年後半に予定されている。CFP 宣言は最終的な委任法の公表の 1 年後

から適用される。NANDO のウェブサイトに掲載されている通知機関（Notified 

Body）は CFP 宣言に関与する必要があるため、委任法の適用開始の 1 年前から、

CFP 検証を行うことができる通知機関リストの公表が必要となる。通知機関のリスト

が最終的な委任法の公表の 1 年後にまだ整備されていない場合は、適用開始が延期さ

れ、委任法は通知機関リストの公表の一年後に適用される。委任法、実施法の準備進

捗は、欧州委員会の「Have your say」ポータルにて確認できる。しかし、2024 年 3

月 26 日現在ではまだ準備中となっている。 

 

4.2.7 適合性評価手順 

 電池規則の附属書 VIII「適合性評価手順」には、電池の CE マーク表示に必要な適

合性評価について、3 つの場合の手順が示されている（Part A モジュール A （内部

生産管理）、Part B モジュール D1 （生産工程の品質保証）、Part C モジュール G 

（ユニット検証による適合性））。モジュール D1・モジュール G の場合、認証機関に

よる適合性評価が必要となる。 

Article 6, 9, 10, 12, 13 に規定する要求事項に対する電池の適合性評価は，次のいず
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れかの手順に従って実施しなければならない 

A) シリーズ製造バッテリー (Batteries manufactured in series)の場合は下記の

いずれか 

I. モジュール A：内部生産管理 - Annex VIII, Part A (Internal production 

control)  

II. モジュール D1：生産工程の品質保障 - Annex VIII, Part B (Quality 

assurance of the production process) 

B) 非シリーズ製造バッテリー (Batteries not manufactured in series)の場合は下

記のいずれか 

I. モジュール A：内部生産管理 - Annex VIII, Part A (Internal production 

control)  

II. モジュール G：単体検証による適合性評価 - Annex VIII, Part C 

(Conformity based on unit verification) 

Article 7, 8 に規定する要求事項に対する電池の適合性評価は，次のいずれかの手順

に従って実施しなければならない 

A) シリーズ製造バッテリー (Batteries manufactured in series) の場合 

I. モジュール D1：生産工程の品質保障 - Annex VIII, Part B (Quality 

assurance of the production process) 

B) 非シリーズ製造バッテリー (Batteries not manufactured in series) の場合 

I. モジュール G：単体検証による適合性評価 - Annex VIII, Part C 

(Conformity based on unit verification)  

 

4.2.8 電池規則におけるモジュール 

 電池規則では、バッテリーの適合性評価において A・D1・G のモジュールを利用可

能として規定している。電池規則の原文と日本語訳を図１-２２に示す。 
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図１-２２ 

 

 

4.2.9 ホモロゲーション 

 ホモロゲーション (型式認証/Type Approval)とは、ある車種が EU 市場に投入され

る前に、EU の安全、環境、生産適合に関する要求事項をすべて満たしていることを

各国当局が認証するプロセスを指す。認証は型式認証機関によって発行され、試験は

指定された技術サービスによって実施される。自動車は Blue Guide の対象外となっ

ているが、「車載バッテリー」に関連する参考情報として自動車におけるホモロゲー

ション（型式認証）の説明を図１-２３と図１-２４に示す。 
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図１-２３ 

 

図１-２４ 
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4.3 電池規則におけるカーボンフットプリントの適合性評価スキーム 

 ここまで、NLF に基づく認証スキームを解析した。本項では、Notified Body の行う認

証プロセスの中で、新規性の高い CFB（Carbon Footprint of Batteries）の適合性評価に

ついて確認する。はじめに電池規則等の文書における該当箇所を確認し、次いで電池の

CFB の適合性評価の特徴である「品質保証システムの評価」と「サプライチェーンの評

価」の二点について述べる。  

4.3.1 電池規則におけるカーボンフットプリント（CFB）の位置づけ 

 欧州電池規則における CFB 認証への要求事項（第 7 条）では、電池の PEFCR

（Product Environmental Footprint Category Rules）に基づき CFB を算出することが

求められている。PEFCR に関する参照先として、Joint Research Centre （JRC）が

発行する「Rules for the calculation of the Carbon Footprint of Electric Vehicle 

Batteries（CFB-EV）」（以下 JRC レポート）及びそのさらに参照元である「EF 

Method（EC Recommendations (EU)  2021/2279）」が取り上げられている。JRC レ

ポートは「Final Draft」の位置づけとされている。電池規則の委任法については、

2024 年 2 月以降欧州委員会から複数の委任法が順次発効されていくものと電池規則の

中で述べられており、CFB 認証及び適合性評価手法がどの程度明確に規定されるのか

を確認する必要がある。（2024 年 3 月 11 日現在、委任法の発行は公表されていな

い）。CFB 認証関連の文書相関図を図１-２５に示す。 
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図１-２５ 

 

 

4.3.2 各種規則・レポート等における CFB 認証の関連個所まとめ 

 各種規則・レポート等において CFB 認証に関連している個所を図にまとめた。図

１-２６では電池規則における関連個所を、図１-２７では JRC レポートにおける関連

個所を、図１-２８及び図１-２９では EF Method における関連個所を示す。 
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図１-２６ 

 

図１-２７ 
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図１-２８ 

 

図１-２９ 
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4.3.3 電池規則における CFB の適合性評価手順 

 CFB の適合性評価は「品質保証システムの評価」、「サプライチェーンの評価」の特

徴について、下記に記載する。 

A) 品質保証システムの評価 

電池規則では CFB に関わる認証は第 17 条において以下のように記載されて

いる。 

I. 第 7 および 8 条に定める要件に対する電池の適合性評価は、以下の手

順のいずれかに従って実施しなければならない。 

(a) シリーズ製造される電池については、「モジュール D1-生産工程の

品質保証」、附属書 8 の Part B に定めるもの、 

または、 

(b) シリーズ製造されない電池については、「モジュール G-ユニット検

証に基づく適合性」、附属書 8 の Part C に定めるもの。 

「Blue Guide C247(2022) 5.1.7 適合性評価用のモジュール」（一部抜粋）で

は、D1 及び G モジュールは以下のように記載されている。補足資料として、

Blue Guide C247(2022) 付録 4 適合性評価手順 (決定番号 768/2008/EC の

モジュール)の情報を図１-３０に示す。 

I. D1 生産工程の品質保証 

(a) デザインから制作まで幅広く対応します。 製造業者は、法的要件

への適合を保証するために、生産 (部品の製造と最終製品の検査) 

品質保証システムを運用しています (EU タイプではなく、モジュ

ール B なしの D のように使用されます)。 認証機関は、生産

（部品の製造と最終製品の検査） 品質システムを評価します。 

II. G 単体検証による適合性 

(a) デザインから制作まで幅広く対応します。 製造業者は、製造され

た製品が法的要件に準拠していることを保証します。認証機関は、 

法的要件(EU タイプなし) への適合性を保証するために、 すべて

の個別の製品を検証します。 
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図１-３０ 

 

 

上記から、欧州委員会は電池規則本文において車載用蓄電池は品質保証シス

テムを審査することを指定しているものと見込まれる一方、JRC レポートでは

CFB の検証方法として LCA アプローチに従いデータ検証を行うことを指定し

ている。これらをマージした形での CFB 適合性評価が行われることが推測さ

れる。これらの仮説を、図１-３１に示す。 
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図１-３１ 

 

 

B) サプライチェーンの評価 

ここでは、JRC レポート第 8 章に記載されている「技術文書」ならびにそれ

に付随する根拠資料について述べ、それらが JRC レポート上でどのようにサプ

ライチェーン上で共有されるかについて述べる。以上を踏まえ、具体的な適合

性評価手順を考察する。 

電池規則第 17 条および Blue Guide における認証モジュール（D1)の内容を

踏まえると、CFB の認証においては、通知機関（Notified Body）の適合性評

価に技術文書のレビューが含まれることが推測される。 JRC レポートは電池

規則第 7 条で要求されている CFB を算定・検証するための方法論的なガイド

ラインである。この第 8 章「検証」においては、検証申請者の要件として、

CFB の算定内容を示す「技術文書（Technical Documentation)」を提出するこ

とが要件として記載されている。 JRC レポートにおいて技術文書は公開パー

トと非公開パートで構成されるが、上記を踏まえると、これらの技術文書が主

たる検証の対象となるものと解釈できる。技術文書の構成は図１-３２に示す。 
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図１-３２ 

 

企業固有データの詳細情報は、実査のサプライチェーン上では各サプライヤ

ーの詳細情報で構成される。JRC レポートの第 6 章インベントリによるとサプ

ライチェーン上の情報の流れは図１-３３のようになる。（JRC レポート 6.1 

Mandatory company-specific processes / 8.2 Technical documentation)。 

 

図１-３３ 
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JRC レポートでは、バッテリーCFB の技術文書に対して収集データと算定方

法の二つの視点で適合性評価を行うことを求めている。この収集データと算定

方法は、図１-３４に示す。 

 

図１-３４ 

 

 

企業固有データの詳細情報は、実査のサプライチェーン上では各サプライヤーの詳細情報

で構成される。JRC レポートの第 6 章インベントリによるとサプライチェーン上の情報の

流れは図１-３５のようになる。 
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図１-３５ 

 

 

ここまでのところで、JRC レポートにおける検証の要求事項に基づき、検証

が企業固有データの詳細情報を含む技術文書を対象として行われることを確認

した。この企業固有データはサプライチェーンにおける各サプライヤーのデー

タが含まれる。他方、電池規則においては、CFB の認証は CFB Declarant の品

質保証システムを対象に行われることが強く示唆されている。この品質保証シ

ステムにおいて、各サプライヤーの CFB 算定スキームをどのように関連付け

るのかについては、今後の検討課題である。これらを踏まえて、CFB 認証スキ

ームの在り方（想定される選択肢）の仮説を図１-３６に示す。 
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図１-３６ 

 

 

電池規則には「シリーズ製造」という表記がある。これは、明確な構造を持

ち、構造図に従って製造されている製品を示している。つまり、シリーズ製造

とは「大量生産されるバッテリー」という意味であり、対義語は「オーダーメ

イドバッテリー」となる。製造ラインで製造される製品は、かならずシリーズ

製造品として分類されるが、必ずしも製造ラインあるいは同時に製造される必

要はない。シリーズ製造の概念は GS マーク等、他の分野でも利用されてい

る。これらシリーズ製造に関して、認証機関の DEKRA に行ったヒアリング結

果を、図１-３７としてまとめた。 
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図１-３7 

 

 

4.3.4 電池規則における課題 

 電池規則には「算定システム」と「CFP 算定方法」の 2 つの大きな課題がある。算

定システムに関しては、工場のシステムとリンクしたデータを取得するのは簡単だ

が、優れた LCA システムを構築することが難しい点に課題がある。また、大手メー

カーの場合は算定システムが統合されているが、ほとんどのメーカーは小規模であり

そのようなシステムを持っていない点も課題だ。CFP 算定方法の課題は、電池規則の

CFP 算定の詳細レベルが非常に高い（JRC 報告書 200 ページ以上の計算ルールがあ

る）点にある。一般的なデータではなく、データのソースに直接アクセスする必要が

あり、プロセスは小規模なものから非常に困難なものへと変化してしまう恐れがある

のだ。こうした汎用（ジェネリック）データの使用が許可されていない場合、様々な

複雑な問題を引き起こす可能性がある。また、算定ルールなどをどのように解釈する

かという未解決の問題が表出し、議論を必要となる可能性がある点も不安要素の一つ

だ。 
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4.3.5 電池規則に関するまとめ  

 ここまで述べたことを、以下のようにまとめる。 

I. 電池規則は電池のライフサイクル全体について規制している EU 整合法

令である。 

II. 電池規則は 2023 年 8 月 17 日から発効となり、電池規則における要件は

2024 年から順次、規定された開始時期に沿って各義務が適用される。 

III. 電池規制の実施体制整備はまだ途中であり、関連機関の一部のみ

NANDO データベースにて情報が公表されている 

(a) 2024 年 3 月 26 日現在、通知当局の指名済み加盟国は６ヵ国とな

り、その他の加盟国の通知当局はこれから指名・公開される。 

(b) 各加盟国の通知当局が指名され次第、適合性評価機関は通知申請を

始める。 

IV. CFP 算定方法など具体的な検証プロセスについてはまだ明確にされてお

らず、委任法や実施法等の形でこれから公表・応用される。 

これらを踏まえた上で、次章では日本国内の認証スキームと欧州電池規則の

比較を行う。 

 

4.4 国内の認証スキームとの比較 

4.4.1 国内の認証スキームとの比較の前提と進め方 

 欧州電池規則に関連する調査で知見の得られた認証スキームを、日本国内の認証スキ

ームと比較するにあたり、前提として、日本国内の認証スキームにおいては法令に基づ

くスキームを事例としてあげる。合わせて、これらの事例では日本の認証スキームがど

のように海外のスキームと整合を図っているかを図で示す。進め方は、まず日本国内の

認証スキームの特徴をまとめ、これらをもとに日本国内と欧州でそれぞれ想定される仮

想的な蓄電池の認証スキームを対比させ、整合性の確保について考察する。 

4.4.2 ISO14065 認定活用の例 J-クレジット制度 

 J クレジット制度とは、省エネルギー機器の導入や森林経営などの取組による、CO2

などの温室効果ガスの排出削減量や吸収量を「クレジット」として国が認証する制度で

ある。温対法の調整後温室効果ガス排出量や、調整後排出係数の報告に利用することが

できる。この制度は、IAF(International Accreditation Forum, Inc. / 国際認定フォーラ

ム）という国際的認定機関によって、パートナー国との国際相互承認が行われており、

国際相互承認によって外国で認定された妥当性確認・検証結果が二国間クレジット制度

として活用できるという特徴がある。これはつまり、一方の国で認証された企業・プロ

ジェクトは、相互承認国先で再度認証を得なくとも、相互認証国内で J クレジットを活

用できることを意味する。J クレジット制度における日本の認定機関は、公益財団法人日

本適合性認定協会（JAB）が担う。認定・検証機関は ISO14065 及び 146064-2 に従って
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認定・検証作業を行う。以下及び図２-０１に、J クレジット制度の認証スキーム・活用

の流れを示す。 

I. JAB が ISO14065 に基づいて認定した検証（認証）機関が国内企業・プ

ロジェクトの認証を行い、JAB がその結果を日本政府に通知する。 

II. 日本政府は JAB からの通知を受け、その国内企業・プロジェクトを J ク

レジット制度に登録する。 

III. 認証を受けた企業・プロジェクトは温室効果ガス排出削減・吸収事業の

モニタリング結果等を日本政府に報告し、クレジットを活用する。  

 

図２-０１ 

 

 

4.4.3 電気用品安全法および関連する認証スキーム 

 電気用品安全法とは、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全

性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険

及び障害の発生を防止することを目的とした法律である。同法の基準を満たした電化製

品には PSE マークが付与され、安全で信頼性のある製品であること示すことができる。

なお、PSE 適合と PSE マークの表示が義務づけられている対象電気用品に PSE マーク

が表示されていない場合、製造と輸入、販売のすべてが違法となる。 

電気用品安全法における適合性検査は、IECEE CB 制度との相互認証が可能であり、
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輸出入国が IECEE CB 制度に加盟している場合は、電気用品安全法の認証を受けたデー

タを IECEE CB 適合性検査との相違部分の審査のみで活用することができる。つまり、

この制度によって国ごとの申請が不要となり、安全かつ効率的な貿易を行うことができ

る。 

IECEE CB 制度とは、電気機器の試験結果を加盟国間で相互承認することで、データ

の国際的な活用を 1 度の認証取得によって可能にすることを目的とした制度である。

IECEE（IEC 電気機器安全規格適合性試験制度）に基づき運営され、50 カ国以上の機関

が参加している。IECEE と自国の連携のために各国に国家代表機関（MB）が決まって

おり、日本では日本産業標準調査会（JISC）が担っている。この制度に参加する認証機

関（NCB）および試験所（CBTL）によって発行される CB 証明書や CB 試験レポート

等は、加盟する認証機関の行っている認証制度で受け入れられており、日本では電気用

品安全法の認証（PSE マーク）との相互認証が行われ、差分のみ審査認証を受けること

で双方の認証を所得できる。 IECEE における認証スキームを図２-０2 に示す。 

 

図２-０２ 
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これら電気用品安全法の適合性検査の流れと IECEE CB 制度の関係性を図２-０３に、

電気用品安全法の国内登録検査機関と IECEE CB スキームへの登録状況を図２-０４に示

す。 

 

図２-０３ 
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 図２-０４ 

 

 

4.4.4 法規制が関わる場合の JAB の位置づけについて 

法規制が関わる場合の JAB の位置づけについて、図２-０５に示す。エネルギーシステ

ムの認証と省エネ法の準拠はほぼ同様の要求事項だが、ISO50001 認証をもって、省エネ

法の報告を減免するということが認められなかった。そのため JAB が認定している

ISO50001 認証機関は現在ない。また、JAB では、ISO13485 認定を提供しているが、認

証取得による減免はない。これは、法規制が関わる場合におけるこのような仕組みがま

だうまく機能していない例といえる。 
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図２-０５ 

 

 

4.4.5 蓄電池のカーボンフットプリントに関する国内認証制度の構築について 

 法令に基づく認証スキームとして考える場合、その法令の目的を鑑みて以下の手順を

取ることが推定される 

I. 政府は担当窓口を設置（欧州の通知当局に相当） 

II. 政府は法令の要求事項に適合する認証規格を特定、認証案件件数・認証

機関の推定組織数等を推定 

III. 政府は、認証機関の認定に用いる規格を特定 

IV. 政府は、認定機関を評価・決定 

V. 認定機関は、適合性評価機関を審査・認定し、認定結果を政府に通知 

 以上を踏まえ、一般的なスキームを想定し、図２-０６としてまとめた。 
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図２-０６ 

 

 

4.4.6 日本の法令における国際規格に基づく認証スキームの活用について 

 まず、日本の過去の法律と認証に関する問題点について振り返る。省エネ法（エネル

ギーマネジメントシステム）、医薬品医療機器等法（QMS 義務化）においては、JAB 認

定による ISO 国際規格をベースにした認証スキームの認証取得は、日本の法律のための

認証プロセスの減免として認められなかった。温対法（GHG の排出量の報告）において

は、JAB 認定による ISO 国際規格をベースにした認証スキームによる認証取得結果（J

クレジット）が、温対法に基づく GHG 排出量の報告に適用可能である。電気用品安全

法においては、国際規格をベースにした IECEE-CB 制度に基づく製品の適合性評価の結

果が、NITE 認定による製品の同法基準適合性の認証プロセスを減免することが認められ

ている。ただし、IECEE-CB 制度と国内認定・認証スキームはその構造が大きく異な

る。つまり、日本の法令に基づく認定・認証スキームと、国際規格に基づいた認定・認

証スキームの整合性の確保が課題であると考えられる。日本の法令における国際規格に

基づく認証スキームの活用においては、この認証スキームが法律で求められる具体的な

要求事項を網羅していることや、認証取得が法令遵守の確実性を向上させるかなどが判

断の際に考慮されると推測され、この点に注意して制度設計する必要があると考えられ
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る。 

 なお、NLF の認証スキームにおいては適合性評価の在り方を規定する ISO17000 シリ

ーズが根底にあると考えられる。そのため、補足資料として NLF において ISO17000 シ

リーズに関連している個所を図２-０７にまとめた。 

 

図２-０７ 

 

 

4.4.7 日本における蓄電池のカーボンフットプリントの認定・認証スキームについて 

 ここまで述べたことを元に、日本における蓄電池のカーボンフットプリントの認定・

認証スキームについて検討を行った。その流れを図２-０８に示す。日本の蓄電池 CFB

に関わる法令に基づき CFB の認定・認証スキームを構築する場合、国際規格を元にした

国際間で整合を図るスキームを想定し、認定機関の立場・役割を元にこの両スキームの

整合を図ることが有効であると考えた。 
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図２-０８ 

 

 

4.5 国内の認証業務を行う事業者へのヒアリング 

ヒアリングの詳細は参考資料「ヒアリング結果_国内版.xlsx」を参照 

 

4.6 欧州電池規則関係者へのヒアリング 

ヒアリングの詳細は参考資料「ヒアリング結果_海外版.xlsx」を参照 

 

4.7 本事業のまとめ 

最後に、本調査結果のまとめを下記に記す。 

I. EU 法規における適合性評価スキーム 

(a) 各 EU 整合法令は、製品に対する技術的な調和と適合性評価プロセスを規定す

る。 

(b) 加盟国における適合性評価スキームの実施体制は、通知当局、認定機関、通知

機関を中心として構成される。 

II. 電池規則における適合性評価スキーム 

(a) 電池規則の施行に必要となる細則は New Legislative Framework(NLF)に基づ

き策定され、2024 年後半に発行することが見込まれている。 

(b)  
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III. 電池規則におけるカーボンフットプリントの適合性評価スキーム 

(a) バッテリーの適合性評価スキームは 2024 年 3 月現在構築途上である。適合性

評価機関は、各国の通知当局の指名後に認定および通知の申請が開始される。 

(b)  

(c) こうした情勢を知るために EU が運営するホームページである NANDO にて

各機関の正式な指名・通知の状況を見ていく必要がある。 

(d) バッテリーのカーボンフットプリント（CFB）の適合性評価はモジュール D1

（品質保証システム）に従い実施される見込みであり、JRC レポートに記載さ

れている LCA 手法に基づいた算定・検証方法が、この品質保証システムの適

合性評価にいかに組み込まれるかが、具体的手順のポイントとなる。 

IV. 国内の認証スキームとの比較 

(a) 日本の法令に基づきバッテリーの認証スキームを構築する場合には、欧州にお

いてバッテリーの認証がどのように NLF に基づき構築されつつあるかが参考

となる。今後さらに電池規則の細則が明確になれば、より具体的なバッテリー

の認証スキームを参考に資することができる。 

(b) 日本国内の CFB を含むバッテリーの認証スキームを構築するにあたっては、

NLF の検討から認定機関を起点に認証体制を検討することが有効であると示唆

された。日本における法令ベースの認定機関としては製品評価技術機構

（Nite）が実績を有する。 

(c) 認証スキームの構築にあたっては、バッテリーは国際市場への展開が活発であ

る分野であるため国際標準に基づき進めることが有効と考えられる。欧州の

NLF では認定規格として ISO/IEC17000 シリーズが基本に置かれており電池

規則の対応においても同様の展開が見込まれることを視野におくべきである。 

 

5 参考資料 

I. 調査報告書.pptx 

II. ヒアリング結果_国内版.xlsx 

III. ヒアリング結果_海外版.xlsx 

以 上 
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頁 図表番号
8 図1-04

12 図1-10
14 図1-12
15 図1-13
23 図1-21
26 図1-24

一般社団法人サステナブル経営推進機構

令和５年度無人自動運転等のCASE対応に向けた実証・支援事業

令和５年度無人自動運転等のCASE対応に向けた実証・支援事業

(次世代自動車の普及拡大にむけた蓄電池のカーボンフットプリントに係る検証)調査報告書

(次世代自動車の普及拡大にむけた蓄電池のカーボンフットプリントに係る検証)

タイトル
（参考）通知手順における認定の役割

認証スキームにおける各機関の役割：NANDOデータベース

※1-5：CEマーク
適合性評価における整合規格

二次利用未承諾リスト

欧州委員会「Have you say」ポータル
（参考）ホモロゲーションについて




